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会
費
改
定
（
案
）
を
全
会
一
致
で
可
決 

―
二
〇
一
六
年
度
多
摩
研
総
会
を
開
催 

     

上
原
元
国
立
市
長
が
記
念
講
演 

                   

 
 
 

     

五
月
二
八
日
（
土
）、
た
ま
し
ん
Ｒ

Ｉ
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
ホ
ー
ル（
立
川
市
）で
、

二
〇
一
六
年
度
多
摩
住
民
自
治
研
究

所
の
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

総
会
に
先
立
ち
行
わ
れ
た
上
原
元

国
立
市
長
が「『
国
立
市
・
景
観
訴
訟
』

か
ら
問
う
住
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
」 

と
題
し
て
記
念
講
演
を
行
い
ま
し
た
。 

総
会
で
は
二
〇
一
五
年
度
活
動
報

告
案
、
同
決
算
報
告
案
、
同
監
査
報

告
、
ま
た
、
二
〇
一
六
年
度
活
動
方

針
案
、
会
費
改
定
案
、
予
算
案
に
つ

い
て
、
審
議
し
、
可
決
・
承
認
さ
れ

ま
し
た
。 

会
費
改
定
案
に
つ
い
て
は
活
発
な

質
疑
・
討
論
を
行
っ
た
後
、
採
決
を

行
い
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。 会

員
の
皆
様
に
は
別
途
、
会
費
改

定
に
つ
い
て
、
会
費
請
求
書
と
ご
案

内
を
同
封
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
不
明
な

点
が
あ
れ
ば
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

           

  

               

        

◇定款上の会員の種類 

種別 内容 新会費 議決権の有無 

正会員 個人 12,000円 議決権あり 

賛助会員 個人・団体 一口 1,000円 議決権なし 

 

◇会費改定後の賛助会員（個人・団体）の会費と雑誌購読の関係 

会費改定前 会費改定後 

旧会費 8,000円 

（賛助会員）の方 
『住民と自治』 

+ 

『緑の風』 

新会費 12,000円 

(正会員)の方 

『住民と自治』 

+『緑の風』 

旧会費 6,000円 

（賛助会員）の方 

購読料 8,000円 

（賛助会員）の方 

『住民と自治』 

旧会費 3,000円 

（賛助会員）の方 
『緑の風』 

購読料 4,200円 

（賛助会員）の方 

『緑の風』 

 

◇会費改定後の正会員（個人）の会費と雑誌購読の関係 

 新会費 12,000円をお支払いただくと、これまで通り、毎月、『住民と自治』及び『緑の風』

をお送りいたします。 

 

◆会費改定の概略（詳細は会費請求書に同封したご案内をご覧ください） 






